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令和５年度事例検討研修会の開催について（通知） 

 

平素は、本会の運営及び民生委員児童委員活動の推進につきまして、格段の

御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、千葉県及び中核市からの委託事業として下記

により実施いたします。 

 つきましては、御用繁多の折大変恐縮ですが、貴会参加者についてお取りま

とめくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

記 

 

 

１．開催内容 

（別紙１）「令和５年度 事例検討研修会 開催要領」のとおり。 

 

 

２．対象者 

民生委員・児童委員、主任児童委員 

●各単位民児協あたり２名を目安とする。（市町村内で調整可） 

●主に中堅委員を対象とする。 

※貴会の参加者予定者数は、（別紙２）「令和５年度 事例検討研修会 市

町村別対象者数」参照のこと。 

 

 



３．感染症拡大予防対策等について  

（１）感染予防対策と参加者へのお願い 

開催にあたっては、政府が示した「基本的感染対策の考え方」を踏まえ、

室内の定期的な「換気」、「３密の回避」、「人と人との距離の確保」、「マス

クの着用」、「手洗い等の手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を講

じたうえで開催いたします。 

また、マスクの着用については、「行政が一律にルールとして求めるの

ではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねること

を基本とする」ことになりました。本研修会においても、参加者の一人ひ

とりの主体的な判断とさせていただきますので、ご理解くださいますよう

お願いいたします。この詳細については、下記ＨＰをご参照ください。 

 

 

（千葉県ＨＰ：「感染対策に関する情報（令和５年５月８日」） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/kansen-jyoho

.html 

 

（厚生労働省ＨＰ：「新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の

対応について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html 

 

 

 

 

４．参加申し込み方法 

   （別紙３）「令和５年度 事例検討研修会 参加申込書」により、令和５年

９月２２日（金）必着で、メールにてお申込みください。 

 

 

５．研修会のご参加にあたっての留意点 

本年度の事例検討研修会は、当日の事例検討（情報交換）の時間を、よ

り有意義なものにするため、事前に下記動画のご視聴及びワークシートの

作成をしていただいたうえでご参加いただきます。 

そのため、研修会の内容は、事前に動画を視聴した方、ワークシートを



作成した方向けの講義となりますので、あらかじめご留意ください。 

この詳細は、別紙開催要領「６．研修会内容」をご参照ください。 

 

 

６．その他 

〇参加者の交通費については、市町村・地区民児協または参加者のご負担

でお願いします。 

〇ご来場の際は、各会場の「交通案内」をご確認のうえお越しください。 

〇本研修は一斉改選年度に関わらず、毎年実施しています。 

〇研修会当日のご連絡先は下記の通りです。 

（本会携帯）０８０―３７５９－６０１１ 

 

 

７．個人情報の取り扱い 

本研修会の開催にあたって取得した個人情報については、当会が定める

「個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー）」に基づき適正に取

り扱い、適切な管理を行います。また、本会の運営に関する業務以外の目

的には使用いたしません。 

 

 

８．お問い合わせ・提出先 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会（担当：渡辺・黒岩） 

〒２６０－００２６ 千葉市中央区千葉港４－５ 県社会福祉センター内 

ＴＥＬ：０４３－２４６－６０１１  ＦＡＸ：０４３－２４８－００８４ 

e-mail：info@chiba-minkyo.or.jp 

 

 

 

 



（別紙１） 

令和５年度 事例検討研修会 開催要領 

 

 

１．趣旨 

民生委員・児童委員が地域住民の様々な相談に応じていくためには、社会

福祉に関する制度の基本的な知識や相談援助技術等、新たに習得すべき事項

は多岐に渡ります。 

本研修は、地域で役立つ実践的な活動事例を検討し、参加者同士の意見交

換を通して、民生委員・児童委員の資質向上を図ることを目的に開催いたし

ます。 

 

 

２．主催 

千葉県、船橋市、柏市 

 

 

３．実施機関 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会 

 

 

４．期日・会場 

詳細は、（別紙２）「令和５年度 中堅民生委員児童委員研修会 市町村別対

象者数」参照のこと。 

期 日 会 場 対象者数 

１ １０月２４日（火） 横芝光町文化会館・集会室 ９２ 

２ １０月３０日（月） 千葉市民会館・小ホール ９４ 

３ １０月３１日（火） 千葉市民会館・小ホール １１２ 

４ １１月 ２日（木） 成田国際文化会館・小ホール ８６ 

５ １１月 ６日（月） 流山市地域福祉センター・研修室 ８４ 

６ １１月１０日（金） 大網白里市保健文化センター・ホール ８８ 

７ １１月１４日（火） 船橋市西部公民館・講堂 １０６ 

※各会場案内図は別紙の通り。 

 



５．対象者 

民生委員・児童委員、主任児童委員 

●各単位民児協あたり２名を目安とする（市町村内で調整可） 

●主に中堅委員を対象とする 

 

 

６．研修会内容 

本年度の事例検討研修会は、当日の事例検討（情報交換）の時間を、より

有意義なものにするため、事前に下記動画のご視聴及び（別添）「事前ワー

クシート」の作成をしていただいたうえでご参加いただきます。 

そのため、当日の研修会の内容は、事前に動画を視聴した方、ワークシー

トを作成した方向けの内容となりますので、あらかじめご留意ください。 

 

 

＜市町村民児協事務ご担当者様＞ 

郵送でご案内する「【事前課題】自己点検の進め方」及び「事前ワー

クシート」について、参加者の皆さまにお渡しください。本会から貴会

には、参加対象者数分を送付いたします。 

 

 

 

（１）動画の視聴について 

本会では、令和５年３月に「民生委員・児童委委員の活動ハンドブック」

を発行しました。ご視聴いただく動画は、このハンドブックの発行とあわ

せて作成した解説動画のうち、下記２本の動画になります。 

 〇「（第１章）民生委員・児童委員活動のイロハ」（前半） 約 38 分 

〇「（第１章）民生委員・児童委員活動のイロハ」（後半） 約 26 分 

 

 

（掲載場所）本会ＨＰ「民生委員・児童委員の活動ハンドブック」 

（ＵＲＬ）https://chiba-minkyo.or.jp/handbook/ 

 

 

 

（２）ワークシートの作成について 

別添「事前ワークシート」については、これまでのご自身の活動内容や、



活動への向き合い方、考え方等を整理しながら、各設問に沿ってご記入く

ださい。 

記入のしかたは、別紙「【事前課題】自己点検の進め方」をご参照くだ

さい。 

ご記入のうえ、研修会当日、必ずお持ちになるようお願いいたします。 

 

 

７．日 程 

 

１２：３０～１３：００ 受 付 

 

１３：００       開 会 

民生委員児童委員信条・児童憲章前文 

           挨 拶（県民児協会長・県健康福祉指導課長） 

 

   １３：１０～１６：００ 講義・演習（１４０分） 

（講 師）合同会社泉惠造研修企画工房 代表社員 泉惠造 氏 

（テーマ）「地域を把握する・つなぐ・見守る」 

 

（１３：１０～１３：５０）プロローグ講義（４０分） 

（１３：５０～１５：１０）グループ討議 （８０分） 

（１５：１０～１５：２０）休 憩    （１０分） 

（１５：２０～１５：５０）２グループ間での相互発表（３０分） 

（１５：５０～１６：００）まとめ    （１０分） 

 

１６：００ 閉 会 

 

 

８．お問い合わせ・提出先 

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会（担当：渡辺・黒岩） 

〒２６０－００２６ 千葉市中央区千葉港４－５ 県社会福祉センター内 

ＴＥＬ：０４３－２４６－６０１１  ＦＡＸ：０４３－２４８－００８４ 

e-mail：info@chiba-minkyo.or.jp 

 

 

 



（第１回開催会場） 

横芝光町文化会館 交通案内 

＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２８９－１７３２ 横芝光町横芝９２２－１ 

〇電話番号 ０４７９－８２－１３５１ 

〇アクセス （電車利用）ＪＲ「横芝駅」から徒歩約１１分 

（車利用） 銚子連絡道路「横芝光Ｉ.Ｃ」から１０分 

      駐車場利用可（無料） 

ＪＲ「横芝駅」

横芝光町文化会館



＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２６０－００１７ 千葉市中央区要町１－１ 

〇電話番号 ０４３－２２４－２４３１ 

〇アクセス ＪＲ「千葉駅」より徒歩約７分、ＪＲ「東千葉駅」より徒歩約３分 

※来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

※やむを得ず自家用車で来場する場合は、各自駐車場のお探し

ください。 

（第２・３回開催会場） 

千葉市民会館 交通案内 



成田国際文化会館

京成本線「京成成田駅」
ＪＲ「成田駅」

（第４回開催会場） 

成田国際文化会館 交通案内 

＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２８６－００２１ 千葉県成田市土屋３０３ 

〇電話番号 ０４７６－２３－１３３１ 

〇アクセス （電車利用）ＪＲ成田線「成田駅」、または京成本線「京成成田駅」

下車後、成田市コミュニティバスまたは千葉交通イオ

ンモール直通バス、タクシーをご利用ください。 

（車利用） 東関東自動車道「成田Ｉ．Ｃ」より５分。駐車利用可（無料） 

 

※アクセス方法の詳細（バスの利用方法・時刻等）は、下記サイト参照。

成田国際文化会館ＨＰ（URL）https://www.narita-bunka.jp/access/ 



＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２７０－０１５７ 流山市平和台２－１－２ 

〇電話番号 ０４－７１５９－４７３５（流山市社会福祉協議会） 

〇アクセス 

・流鉄流山線「流山駅」より徒歩約３分 

・つくばエクスプレス「流山セントラルパーク駅」より徒歩約１５分 

・京成バス 松戸駅行・江戸川台駅行「流山駅」下車、徒歩約３分 

※来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

※やむを得ず自家用車で来場する場合は、各自駐車場のお探しください。 

流山市地域福祉センター

流鉄線「流山駅」

流山市役所

（第５回開催会場） 

流山市地域福祉センター 交通案内 



ＪＲ「大網駅」

大網白里市保健福祉センター

（第６回開催会場） 

大網白里市保健文化センター 交通案内 

＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２９９－３２５１ 大網白里市大網１００番地２ 

〇電話番号 ０４７５－７２－８３２１（市保健福祉センター・１階） 

〇アクセス ・ＪＲ「大網駅」より徒歩約１３分 

      ・駐車場利用可 



船橋市西部公民館

京成本線「京成中山駅」

（第７回開催会場） 

船橋市西部公民館 交通案内 

＜住所・アクセス＞ 

〇住 所  〒２７３－００３５ 千葉県船橋市本中山１－６－６ 

〇電話番号 ０４７－３３３－５４１５ 

〇アクセス 

ＪＲ「下総中山」駅、または京成本線「京成中山駅」から徒歩約７分 

※来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

※やむを得ず自家用車で来場する場合は、各自駐車場のお探しください。 

ＪＲ「下総中山駅」



№ 期　日 会　　場 № 期　日 会　　場

銚子市 24 松戸市 36

旭市 18 野田市 16

匝瑳市 12 流山市 18

香取市 28 我孫子市 14

神崎町 2 茂原市 20

多古町 2 東金市 18

東庄町 2 勝浦市 8

芝山町 2 いすみ市 6

横芝光町 2 山武市 8

館山市 10 大網白里市 10

木更津市 30 九十九里町 2

鴨川市 8 一宮町 2

君津市 16 睦沢町 2

富津市 6 長生村 2

袖ケ浦市 8 白子町 2

南房総市 14 長柄町 2

鋸南町 2 長南町 2

習志野市 24 大多喜町 2

柏市 44 御宿町 2

市原市 24 市川市 36

八千代市 20 船橋市 48

成田市 20 鎌ケ谷市 12

佐倉市 16 浦安市 10

四街道市 12

八街市 6

印西市 14

白井市 8

富里市 6

酒々井町 2

栄町 2

（別紙２）

令和５年度　事例検討研修会　市町村別対象者数

市町村対象者数 市町村対象者数

1
10月24日

（火）

横芝光町
文化会館

集会室

92

84

流山市
地域福祉センター

研修室

11月６日
（月）

5

計 662

6
11月10日

（金）

大網白里市
保健文化
センター

ホール

88

86

成田国際
文化会館

小ホール

11月２日
（木）

4

106

船橋市
西部公民館

講堂

7
11月14日

（火）

1123
千葉市民会館

小ホール

千葉市民会館

小ホール

10月30日
（月）

2 94

10月31日
（火）


